
令和７年度 第８回 介護保険事業者連絡会次第 

令和７年12月18日（木） 16時00分～ 

於：飯田文化会館 １階展示室 

 

１ 開会 

 

２ 連絡・報告事項等 

(1) 飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金の交付申請について（長寿支援課） 

 

(2) 高齢者虐待の未然予防と早期発見について（長寿支援係） 

 

(3) 「２月 1日はフレイルの日」の周知について（基幹包括支援センター係） 

 
(4) 指定事業所の有効期間満了による更新手続きについて（介護保険係） 

 

(5) 介護助手養成講座の参加者募集について（介護認定支援係） 

 

 (6) 事故報告書の様式等について（介護認定支援係） 

 

(7) 年末年始における要介護認定等の申請書の収受について（介護認定支援係） 

 

(8) 【南信州広域連合】特別養護老人ホーム入所申込書の様式等について 

 

(9) 【長野県】外国人介護人材及び受入施設等職員を対象にした研修について 

 

 (10) 【飯田下伊那薬剤師会】令和 7年度在宅医療推進のための地域多職種連携研修会について 

 

 (11) 【長野県飯田保健福祉事務所】令和７年度 飯田下伊那地域難病対策連絡会について 

 

(12) 【いいだ地域包括支援センター】松尾・下久堅・上久堅地区を担当する地域包括支援センターの 

名称変更に伴う対応について（お願い） 

 

３ 事業者からのおしらせ 

 

 

４ その他 

 

５ 閉会 

 

◆次回以降の連絡会：  

○令和８年 1月 22日（木） 飯田文化会館 １階 展示室 

午後４時～ 

 

○令和８年２月 20日（金） 飯田文化会館 １階 展示室 

午後４時～  （※午後２時 30 分～３時 30 分 市指定事業所に対する集団指導を開催） 



 



 

１ 飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金の交付申請について（長寿支援課） 

 

【別紙１】飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金の交付申請について（御案内） 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 長寿支援係 

電話 0265-22-4511（内線 5775） 

 

２ 高齢者虐待の未然予防と早期発見について（長寿支援係） 

 

【別紙２】高齢者虐待の防止に向けて 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 長寿支援係 

電話 0265-22-4511（内線 5765） 

 

３ 「２月 1日はフレイルの日」の周知について（基幹包括支援センター係） 

 

 ２月１日を「２０１」として「フ (２) レ (０) イ(１)ル」と読む語呂合わせで、2020年に日本記

念日協会により登録されました。フレイルの日にちなみ、ご利用者及びご家族様に向けて、フレイル

予防についての周知にご協力ください。 

 

【別紙３】フレイル予防の集い  

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 基幹包括支援センター係 

電話 0265-22-4511（内線 5757） 

 

４ 指定事業所の有効期間満了による更新手続きについて（介護保険係） 

 

令和８年３月31日を以って指定有効期間が満了となる事業所に対して、過日、お知らせと手続きの

案内について通知を送付しました。 

通常は更新期限の１カ月前までに指定更新申請書等を提出していただくところですが、同日を以っ

て有効期間満了を迎える事業所が多く、事業所審査を同時期に行うことが困難なため、以下のとおり

提出期限を前倒して提出をお願いします。 

お忙しい中大変恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。 

 

提出期限：令和８年１月30日（金） 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護保険係 

電話 0265-22-4511（内線 5761） 

 

５ 介護助手養成講座の参加者募集について（介護認定支援係） 
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【別紙４】介護助手養成講座 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護認定支援係 

電話 0265-22-4511（内線 5766） 

 

６ 事故報告書の様式等について（介護認定支援係） 

 

（１）報告対象について 

①死亡に至った事故 

②医師（施設の勤務医、配置医を含む。）の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となっ

た事故 

 

（２）報告様式について 

   飯田市ウェブサイト ページ ID：0071385 「事故報告書」（様式を改訂しました。） 

 

（３）報告方法について 

電子メールにて送信願います。 

宛先：長寿支援課代表メールアドレス kaigo@city.iida.nagano.jp 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護認定支援係 

電話 0265-22-4511（内線 5766） 

 

７ 年末年始における要介護認定等の申請書の収受について（介護認定支援係） 

 

年末年始は長期間の閉庁となるため、郵送での提出の場合、提出書類に不備や不足があった場

合、受付日（申請日）が遅れる場合がありますのでご注意ください。 

新規申請と区分変更申請の申請日を「１月１日」付けとしたい場合、１月５日（月）が開庁日

となるため、５日の長寿支援課窓口の業務時間内に、申請書及び必要書類を持参し窓口へ提出し

てください。申請書に「１月１日」と記載の上、申請書提出時にその旨をお伝えください。書類

が整っている場合、１日を申請日として取り扱います。 

また、年始最初の開庁日は窓口が大変混み合い、お待たせする時間が増えることが想定されま

す。窓口での混雑を避けるため、新規及び変更申請等早急な申請の場合について窓口での手続き

を優先いただき、申請期間に余裕がある更新申請については、「郵送で申請する」「提出日を分散

して申請する」等の手続きにご協力ください。 

 

【問合せ先】 

飯田市 福祉部 長寿支援課 介護認定支援係 

電話 0265-22-4511（内線 5768） 

 

８ 【南信州広域連合】特別養護老人ホーム入所申込書の様式等について 

 

   申込書の同意書欄の「日」が欠落した様式になっていたので、「日」の記載ある新様式を使用

してください。 
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   また、要介護１・２で入所を申込する場合、申込にかかる理由書を提出が必要ですが、理由

書の審査に日時を要しますので、申込締切期限の１週間前には提出をお願いします。 

 

【別紙５】特別養護老人ホーム入所申込書 

入所申込書様式は南信州広域連合ウエブサイト https://kaigo.minami.nagano.jp/info/9814/ 

 

【問合せ先】 

南信州広域連合 地域医療福祉連携課 

電話 0265-53-6088 

 

９ 【長野県】外国人介護人材及び受入施設等職員を対象にした研修について 

 

【別紙６】外国人介護職員人材技能向上研修 

 

【問合せ先】 

三幸福祉カレッジ名古屋校 長野事務局 

電話 026-267-5506 

 

10 【飯田下伊那薬剤師会】令和 7 年度在宅医療推進のための地域多職種連携研修会につ

いて 

 

【別紙７】薬剤師を活用した在宅医療推進のための地域多職種連携研修会について （お願い） 

 

【問合せ先】 

 飯田下伊那薬剤師会事務局 

電話 0265-23-5100 

 

11 【長野県飯田保健福祉事務所】令和７年度 飯田下伊那地域難病対策連絡会について 

 

【別紙８】令和７年度 飯田下伊那地域難病対策連絡会 開催要領 

 

【問合せ先】 

飯田保健福祉事務所 健康づくり支援課 

電話 0265-53-0444 

 

12 【いいだ地域包括支援センター】松尾・下久堅・上久堅地区を担当する地域包括支援

センターの名称変更に伴う対応について（お願い） 

 

【別紙９】松尾・下久堅・上久堅地区担当地域包括支援センターの名称変更に伴う対応について

（お願い） 

 

【問合せ先】 

飯田市いいだ地域包括支援センター 

電話 0265-56-1595 
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（裏面あり） 

 

飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金の交付申請について(御案内) 

 

飯田市 福祉部 長寿支援課 

 

日頃、当市の福祉サービスの提供に御尽力いただき感謝申し上げます。 

さて、当市では令和７年度においても、市内において社会福祉事業を実施している事業者を対

象に、燃料等の物価高騰による経済的負担を軽減することにより経営の安定化を支援することを

目的として、以下のとおり補助金を交付することとしました。 

つきましては、次のとおり交付申請手続をお取りいただきますよう御案内いたします。 

 

１ 補助金の対象 

以下の基準日時点において、飯田市内に事業所を有する障害福祉、介護保険、児童福祉又は

福祉有償運送の事業を行う者で、申請日時点でも事業を継続していること。 

 (1) ７月から 12月分 

   基準日：令和７年７月１日 

 (2) １月から３月分 

   基準日：令和８年１月１日 

 

２ 補助金額 

(1) ７月から 12 月分 

施設の区分に応じて、以下の基準単価＋加算額の合計を支給します。 

区分 
１施設・１事業所あたり支給金額 

基準単価 加算額 

入所系 120,000 円 7,000 円×利用定員 

通所系 60,000 円 
（2,000 円×利用定員）＋20,000 円 

※一部例外あり 

訪問系 20,000 円 20,000 円  

   ※詳細は別途送付した「飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金の申請につい

て」を御確認ください。 

 (2) １月から３月分 

  施設の区分に応じて、以下の基準単価＋加算額の合計を支給します。 

区分 
１施設・１事業所あたり支給金額 

基準単価 加算額 

入所系 60,000 円 3,500 円×利用定員 

通所系 30,000 円 
（1,000 円×利用定員）＋10,000 円 

※一部例外あり 

訪問系 10,000 円 10,000 円  

   ※詳細は別途送付した「飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金の申請につい

て」を御確認ください。 
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３ 補助対象期間 

(1) 令和７年７月１日から令和７年12月31日まで 

(2) 令和８年１月１日から令和８年３月31日まで 

 

４ 提出いただく書類 

(1) 飯田市社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

(2) 添付書類 

ア 事業所別補助金額一覧表（７月～12 月分） 

イ 事業所別補助金額一覧表（１月～３月分） 

ウ 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し 

※法人単位で申請書を提出してください。 

※様式は飯田市ウェブサイトへ掲載しています。（令和８年１月１日からダウンロードが

可能です。） 

 

５ 提出先 

次の場所に持参又は郵送で御提出ください。 

※申請書は請求書を兼ねるため、メールでの御提出は不可とし、紙媒体で御提出願います。 

「〒395-8501 長野県飯田市大久保町 2534 番地 飯田市福祉部長寿支援課（長寿支援係）」 

 

６ 申請受付期間 

令和８年１月５日（月）から令和８年１月 30 日（金）まで（郵送の場合当日消印有効） 

※申請をしない場合、お手数ですがその旨を以下担当までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒395-8501 飯田市大久保町 2534 番地 

飯田市福祉部長寿支援課長寿支援係 担当 伊藤、板倉 

電話番号 0265-22-4511 内線 5775、5751 
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R7.12.18 飯田市介護保険事業者連絡会 

高齢者虐待の防止に向けて    

   飯田市長寿支援課 

 

 虐待は、高齢者に対する最も重大な権利侵害です。 

 虐待を未然に防止することが最も重要ですが、万が一、起きてしまったら高齢者虐待を受けた高

齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切な支援について、市が第一義的に責任を持つこ

とが規定されています。仮に虐待が起きても早期に発見し相談や通報がなされ、市が早期に対応す

ることにより虐待の重度化を防ぐことが必要です。 

高齢者の身近にいる事業所の皆さまが、異変を察知した場合は、一早く各地域包括支援センター

または長寿支援課へ報告してください。 

 

 

１ 高齢者虐待のとらえ方 

  高齢者虐待防止法では、養護者による高齢者虐待を養護者が高齢者に対して行う次の行為とさ

れています。（第２条第４項） 

  「養護者」については「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と

定めています（第２条第２項）。 

金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者が該当

すると考えられますが、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者

に該当する場合があります 

 

市は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事案であっても、高齢者の

権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測されるなど支援が必要

な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行います。 

 

２ 各関係機関の役割 

高齢者虐待は、複数の要因が複雑に絡み合って発生し、要因が重なれば重なるほど深刻化しやす

く、解決も困難になると考えられます。高齢者虐待への支援には、早期発見が非常に大切で、また

関係機関との連携が不可欠です。関係機関の役割として、「何を期待されているのか」「何ができ

るのか」についての共通認識を持っておく必要があります。 

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる虐待者を発見した者に対し、市への通報努力義

務が規定されています。特に、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には、速

やかに、市に通報しなければならないとの義務が課せられています。 

 

ⅰ 身体的虐待 ： 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ⅱ 介護・世話の放棄・放任 ： 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の

同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。 

  ⅲ 心理的虐待 ： 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。 

ⅳ 性的虐待 ： 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者に対してわいせつな行為をさせること。 

ⅴ 経済的虐待 ： 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者       

から不当に財産上の利益を得ること。 
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(高齢者虐待の早期発見等) 

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従

事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見し

やすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。 

(養護者による高齢者虐待に係る通報等) 

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又

は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者

は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

 

 

 (１)介護支援専門員(ケアマネジャー) 

 

 

〇 市や地域包括支援センターへ相談、通報 

〇 市や地域包括支援センター職員との同行訪問 

〇 介護保険サービス提供事業者から情報収集 

○ 虐待解消に向けたケアマネジメントの実施 

 

 

虐待(虐待の疑い)のケースを発見した場合は、介護保険サービス事業者等から情報収集を行

い、市や地域包括支援センターへ相談、通報する。 

虐待解消に向けた生活環境を整えるようケアマネジメントに反映させていく。 

本人や家族がサービスの提供を拒否したり、在宅サービスの提供のみでは、高齢者虐待の改善が

見込めなかったりする処遇困難ケースは、地域包括支援センター等が開催するケース会議に参加す

る。 

 

 

 (２)サービス提供事業所 

 

〇 虐待を疑われるような場合は、市や地域包括支援センターに相談・通報 

〇 本人の言動や介護者の状況で気になる点があれば、介護支援専門員へ報告 

〇 怪我やあざを発見した場合は、記録や写真等による情報収集と提供 

〇 高齢者虐待対応の支援検討会議に参加する 

介護保険サービスを高齢者に提供する事業者が、サービスの提供時、虐待の発見及び疑いを持

った場合は、介護支援専門員へ報告するとともに、担当エリアの地域包括支援センターへの情報提

供を行う。 

在宅サービスとしては、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所介

護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所、小規模多機能居宅介護等があり、施設サ

ービスとしては介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム等があり、全

ての事業所が早期発見に努める。 
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（R７．10改正様式）

ふり がな

〒 自宅電話　 　 　 （ 　 　 　 　 ）

携帯電話　 　 　 （ 　 　 　 　 ）

ふり がな

歳

生年月日

 □近隣に家族はいない。 　 □近隣に家族がいる 。

 □敷地内、 隣、 道路向いに家族がいる 。 　 ※「 家族」 : ２ 親等　 ※「 近隣」 : 概ね車で30分以内

続柄 年齢

 男性□、 女性○　 亡く なっている 場合■、 ●　 同居者は線で囲む 例： 本人９ ０ 歳女性、 夫死亡、 子供３ 人

氏名

住所家族の代表者

 各 施設名又は病院名（ 　         　 　 　 　         　 　  ） 入所・ 入院時期　       年      月から

昼間の連絡先： □自宅　 □携帯　 □会社等「 　 　 　 　 　 　 　 　  」 電話番号　 　  ( 　 　  )

同
意
書

特別養護老人ホーム 入所申込書

［ 　 新規 ・  変更 ・  更新　 ］

申込日 令和　 　  年　 　  月　 　  日 保険者名
（ 市町村名）

申
　
込
　
者

［

入
所
に
関
す
る
連
絡
先
］

性別 入所希望者と の関係

氏　 名 □男　 □女
□配偶者   □子   □子の配偶者

□兄弟姉妹 □甥姪 □その他(  　 　     )

住　 所

性別 被保険者番号

氏　 名 □男　 □女

本人、 又は

 □特定施設( 有料老人ホーム 等) ･グループホーム 　 □特別養護老人ホーム

 □自宅では高齢者以外を 含む家族と 暮ら し ている

住　 所

〒
年齢 介護度 □１  □２  □３  □４  □５

　 　 　 　 　 　 電話　 　 　 　 （ 　 　 　 ） 認定 令和　 　 年　 　 月　 　 日 から

□

○

 ※「 要介護」 : 要介護１ 以上　 　 ※「 障害」 : 身障手帳３ 級以上、 療育手帳Ａ 、 精神福祉手帳１ 級

□ □

入所希望者と の関係

□

□同居･□別居 □

□同居･□別居 □ □ □

長女長男

 ※「 複数介護」 : 複数人の家族を介護、 看護、 又は未就学児の育児中。

　 介護、 看護、 育児を受けている 方の氏名（ 　 　 　 　 　 　 　  ） （ 　 　 　 　 　 　 　  ） （ 　 　 　 　 　 　 　  ）

□

□□同居･□別居 □ □

○ ■

 　 私及び家族は、 特別養護老人ホーム の入所にあたり 、 入所調整検討委員会に対し 、 要介護認定に係る
 調査内容、 判定結果及び主治医意見書を 提出する こ と に同意し ま す

令和　   　 年　 　    月　 　   　 日

入
所
希
望
者
の
状
況

家
族
、
親
族
等
の
状
況

□同居･□別居

世帯等
の形態

近隣家族
の有無

ジェ ノ
グラ ム

( 家系図)

本人

 □自宅では一人で暮ら し ている 　 □自宅では高齢者のみで暮ら し ている

同居家族
及び

近隣家族
の状況

住　 　 所 同居・ 別居 要介護 障害 複数介護

 □明治　 □大正　 □昭和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

□ ■

□ □

□

期間 令和　 　 年　 　 月　 　 日 ま で

現在の
生活場所

 □在宅で生活   □老健、 療養型、 介護医療院、 １ 年以上病院に入院

□同居･□別居

次男死亡

□同居･□別居 □

□

□

医療の
状　 況

 □経管栄養（ □経鼻　 □胃瘻　 □腸瘻） 　 □カテーテル　 □ス ト ーマ　 □酸素療法　 □透析　

氏　 名

 □イ ン シュ リ ン 　 □気管切開　 □その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ）

　 　 [ 現在治療中の病名]  （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ）
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テキストボックス
【別紙５】



（R７．１０改正様式）

 □一人で生活している  □近隣に家族無し  □ 有

　　□在宅で生活　　　　□本人は施設等で生活  □近隣に家族がいる(隣接等以外)

 □高齢者のみの世帯　（介護者の場合　　□後期高齢者　　□前期高齢者　） 　　□障害・要介護者のみ

　　□同居者は寝たきり等の方のみで入所希望者の介護は事実上不可能 　　□後期高齢者のみ  □ 無

　　□介護者が障害者・要介護者、且つ複数介護・看護している 　　□複数介護・看護・育児

　　□介護者が障害者・要介護者 　□介護者が複数介護・看護している 　　□上記以外

　　□上記以外で在宅生活 　□本人は施設等で生活  □隣接等に家族がいる

 □家族と同居（※高齢者世帯以外）　　 　（※隣接等：敷地内、隣、道路向い）

　　□同居者は寝たきり等の方のみで入所希望者の介護は事実上不可能 　　□障害・要介護者のみ

　　□同居者は、障害・要介護者且つ複数介護・看護・育児の介護者と、これらを受ける方のみ 　　□後期高齢者のみ

　　□同居者は、障害・要介護者の介護者のみ 　　□複数介護・看護・育児

　　□同居者は、複数介護・看護・育児の介護者と、これらを受ける方のみ 　　□上記以外

　　□配偶者（介護者）のみ 　□未婚の子（介護者）のみ  □左欄の（※１）の場合

　　□介護者が、複数介護・看護・育児しているが、これらを受けない同居者がいる（※１）  □本人は施設等で生活

　　□上記以外の介護者ほか家族と同居（※１） □本人は施設等で生活

　過去６ヶ月で最も多い生活場所

□自立　　□J　　□A　　□B　　□C

子供有無近隣状況世帯状況待機場所

    □認知力低下により理解困難

　□在宅ケアマネ　　　□施設ケアマネ・相談員、病院相談員　　　□民生委員　　　　□主治医　　　　□その他（　　　　　　　　　　　）

この欄は、ケアマネージャーなどへ記入を依頼してください

事業所名及び担当 事業所住所及び連絡先
〒

担当：　　　　　　　　　　　　 電話　　　　　（　　　　）　　　　　　　

世帯・介護者の状況（※住民票上ではなく、事実上の自宅での同居の状況） 近隣の家族の状況 子供

主
た
る
介
護
者
の
状
況

ふりがな 性別 入所希望者との関係

氏　名 □男　□女
□配偶者   □子   □子の配偶者

□兄弟姉妹 □甥姪 □その他( 　　    )

住　所
〒 年齢

電話　　　（　　　）　　　　 歳

入
所
希
望
施
設

 （紹介した施設への入所を辞退される場合は、やむをえない事情による場合を除き一定期間紹介を行いません。）

□飯田荘　 □第二飯田荘　 □阿南荘　 □松川荘　 □阿智荘　 □天龍荘　 □遠山荘　 □喬木荘

□やすおか荘　 □あさぎりの郷　 □赤石寮　 □ゆい　 □陽だまりの丘　 □笑みの里　　□第二光の園

生年月日  □大正　□昭和　□平成　　年　　月　　日 介護度 □支1　□支２　□１　□２　□３

介護者の
障害等の

状況

 障害者手帳　　□１級　□２級　□３級　□４級　□５級　□６級

 療育手帳　　　□Ａ　　□Ｂ  精神福祉手帳　　　□１級　　□２級

 　手帳に記載してある障害等名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□在宅　　　　□老健、療養型、介護医療院、１年以上病院に入院　　　　□特定施設、グループホームほか　　　　□特養

□個室を希望　　　□多床室（相部屋）を希望　　□個室、多床室どちらでもよい

【居宅介護支援事業所記入欄】　※施設（老健、療養型等）へ入所又は病院に長期入院している場合は、施設関係者又は病院関係者がご記入ください。

 □入所を希望している　　　□迷っている　　　□拒否している　　　□知らせていない　

希望する部屋の形態

本人の意向

備考（特別なことがあれば１００字以内でご記入ください。）

～ここまで記入終了後に市町村の窓口等へ提出してください～

【市町村記入欄】と【広域連合記入欄】は記入しないでください

【市町村記入欄】

記入者

認定期間 合計点

要介護度 □１　　　□２　　　□３　　　□４　　　□５ 要介護３以上が継続している場合の最初の開始日 　　　　　　年　　　月　　　日

受付Ｎｏ 受付年月日 令和　　　年　　　月　　　日 判定年月日 令和　　　年　　　月　　　日

障害高齢者自立度 認知症高齢者自立度 □自立　　□Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ｍ

【広域連合記入欄】　

障害補正

 　希望施設へ印を記入ください。複数の施設を希望することもできます。なお、複数の施設を希望された場合には、
 希望した施設のうち最初に空床ができた施設へ入所することになります。

点 点 点 点点 点 点 点 点

個別評価項目基準点 判定結果

要介護度 自立度

- 11 -



㈱日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ 担当：高橋

TEL : 0120-294-350(平日8:50～18:00）

お問い合わせ

連 絡 先

1/29(木)・2/5（木）

長野県外国人介護人材受入支援事業

対象

研修の

目的

（全2日間）

介護のことばと技術をわかりやすく学べる
が い こ く じ ん か い ご し ょ く い ん

外国人介護職員
オンライン

13：00
～17：00

０ 円

三幸福祉カレッジの福祉講座で外国人受講生の対応経験豊富な講師が教えます。

現場で安心して働ける力を育てる

ぎ の う こ う じ ょ う け ん し ゅ う

技能向上研修

えん

ぜんふつかかん

たいしょう

けんしゅう

「介護の基本をわかりやすく学べる」

「職場でのコミュニケーション力がアップ」

「利用者さんから信頼されるスキルが身につく」

かいご きほん まな

りようしゃ しんらい み

しょくば りょく

げんば あんしん はたら ちから そだ

さんこうふくし ふくしこうざ がいこくじんじゅこうせい たいおうけいけんほうふ こうし おし

もくてき

【1日目 1/29（木）】
にちめ もく

【2日目 ２/5（木）】
にちめ もく

ながのけん はたら はたら よてい がいこくじんかいごしょ くいん

長野県で働いている・もしくは働く予定の外国人介護職員

※特定技能・技能実習生に限る
と く て いぎの う ぎの う じ っ し ゅ う せい かぎ

・介護の基本

・人間関係とコミュニケーション

かいご きほん

にんげんかんけい

・発達と老化の理解

・生活支援技術
せいかつしえんぎじゅつ

はったつ ろうか りかい

もくもく

けんしゅうないよう

研修内容
(オンライン)

かいご ぎじゅつ まな

二次元バーコードを読み取って、必要事項に入力

してください。後日詳しいご案内をメールで送ります。

お申込

QRコードから
カンタン

もうしこみ
に じ げん よ と ひつよう じこう にゅうりょく

ごじつ くわ あんない おく

【申込締切】2026/1/22（木）
も う し こ み し め き り もく

かぶ にほんきょういく さんこうふくし たんとう たかはし

れ ん ら く さ き

と あ

へいじ つ

※学習内容は一部変更になる

場合がございます。

がくしゅうないよう いちぶへんこう

ばあい

お問い合わせ・ご連絡先：三幸福祉カレッジ名古屋校 長野事務局
TEL: 026-267-5506 （平日8:50～18:00) 担当：中本（なかもと）

名研20240216FAX

2026年
ねん

特定技能・技能実習生を受け入れている施設担当者さまへ 【別紙６】
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無 料

【開催会場】
三幸福祉カレッジ名古屋駅前教室
名古屋市中村区名駅3-13-24 第一はせ川ビル2F/5F

（名古屋駅より徒歩2分）

管理者のためのメンタルヘルス研修

ストレスに関する基本知識を学び、自組織において部下がよりストレスを感じる場面について考え、
適切なアプローチを検討します。また、メンタル不調による退職者を未然に防ぐための
リーダーシップや具体的面談のスキルを学びます。

5/8(金)
研修内容：ストレスに関する基本知識

心の健康を守る為に必要な3つの要素
『普段の様子と違う！』 ことに気づくためにするべきこと

医療・介護員のためのメンタルヘルス研修 申込期日

自分自身のストレッサー（ストレスの元）に気づき、
を学びます。自分のストレスの傾向を知ることで、ストレスマネジメントの実践につなげます。
ストレスとの上手な付き合い方を学びましょう。

6/5(金)
研修内容：ストレスに関する基本知識

ストレスから自分の心を守るための行動とは？
失敗・落ち込んだ状態からの気持ちの切り替え方

学校法人三幸学園グループ 三幸福祉カレッジ開催

各研修 定員：30名
参加費(税別)：5,000円

1/15(木)・1/22（木）

一緒に働いている人の
心の健康を守る

対象

施設長・管理者・リーダー

・指示がうまく伝わらない
・間違いや困った行動をどう伝えたらいいかわからない
・報告・連絡・相談が徹底できない

＼こんなお悩みにおすすめ／

日本語講師によるカリキュラム編成
伝わる！日本語の伝え方
報連相の教え方
指導の基本フレーズ
辞めない職場づくりと育成の工夫 …などを学びます。

長野県で外国人の介護職員を雇用している、
または今後外国人の介護職員を雇用する予定の介護事業所・施設に
勤務している方及び指導に関わるリーダーや教育担当者

外国人介護職員
受け入れ研修

14：30
～17：00

（全2日間）
オンライン

対象

日目 3/19 日目 3/26

の現状
話し方

外国人職員と一緒に働くための4つの鍵

【1日目 1/15（木）】
・外国人職員とのコミュニケーションの実践
・報連相をどう教える？
・間違いや困った行動への伝え方

研修内容
（オンライン）

【2日目 1/22（木）】
・外国人職員が辞めない職場づくり
・育成とOJTの工夫
・トラブル未然防止と感情対応

お申込

QRから
カンタン 【申込締切】2026/1/8（木）

二次元バーコードを読み取って、必要事項に入力
してください。後日詳しいご案内をメールで送ります。

※学習内容は一部変更になる
場合がございます。

名研20240216FAX

管理団体の研修ご担当者様

2026年

お問い合わせ・ご連絡先：三幸福祉カレッジ名古屋校 長野事務局
TEL: 026-267-5506 （平日8:50～18:00) 担当：中本（なかもと）

長野県外国人介護人材受入支援事業

※双方向・参加型の研修です。グループワークを通じて、現場課題を共有します。
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令和 ７年 １２月 18日 

 

関係者 各位 

 

飯田下伊那薬剤師会 

会 長 木下 雅文 

 

令和7年度地域医療介護総合確保基金を活用した 

薬剤師を活用した在宅医療推進のための地域多職種連携研修会について（お願い） 

 

謹 啓 

 師走の候、貴台益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、本会の運営に際して格別なるご指導、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本会では、令和 7 年度地域医療介護総合確保基金事業として、地域における在

宅医療関連職種との連携強化を目的とした、標記「薬剤師を活用した在宅医療推進のた

めの地域多職種連携研修会」を、下記のとおり開催することとなりました。 

本研修会は、在宅医療に関わる多職種によるスモールグループディスカッション形式

の事例検討・情報交換等を予定しております。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮でございますが、研修会へのご参加につきまし

て、格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

記 

 

【令和7年度 薬剤師を活用した在宅医療推進のための地域多職種連携研修会】 

 

 1.日時：令和８年２月６日(金曜日) 19時 00分～21時00分 

 

 2.会場：鼎公民館３階学習展示室 

 

 3.内容：SGD形式による事例検討・情報交換会 

 

 4.参加者：地域薬剤師会管内勤務薬剤師、地域の在宅医療に関わる多職種 

 

 5.参加申込：参加者をお取り纏めの上、参加者名簿を下記あてお送りください。 

飯田下伊那薬剤師会事務局 (かなえひまわり薬局 担当牧内良夫) 

FAX：0265-23-5102 E-mail：hani-yakuzaishi@ab.wakwak.com 

 (申込締切：令和８年1月20日) 

※申込者多数の場合、会場の都合により人数の調整をさせていただく場合がありますのでご了承ください。 

  共催：飯田市長寿支援課    

                   後援：南信州広域連合     
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令和7年度 薬剤師を活用した在宅医療推進のための 

地域多職種連携研修会 

参 加 者 名 簿 
 

◎開催日：令和８年２月６日(金曜日) １９時００分～２１時００分 

 

◎会  場：  鼎公民館 ３階学習展示室 

 

団体名：                             

 

ご担当者名：                          

 

参加者氏名（職種） 勤務先名 所在地 電話番号 備考 

     

     

     

     

     

     

     

※準備の都合上、令和 ８年 １月 ２０日（火）までに、ＦＡＸまたはE-mail にてご返送下さい。 

申込窓口：飯田下伊那薬剤師会事務局 (かなえひまわり薬局 担当牧内良夫) 

FAX：0265-23-5102 E-mail：hani-yakuzaishi@ab.wakwak.com 

※申込者多数の場合、会場の都合により人数の調整をさせていただく場合がありますの

でご了承ください。 
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令和７年度 飯田下伊那地域難病対策連絡会 開催要領  

 

 

１ 目的 

飯田下伊那地域における難病患者・家族への支援体制に関する情報や課題を共有し、

地域の実情に応じた体制を整備について対策を検討するとともに、関係機関の緊密化

を図る。 

 

２ 主催 

   長野県飯田保健福祉事務所 

 

３ 日時 

   令和８年１月 30 日（金） 午後２時から午後４時まで （受付：午後１時 45 分から） 

 

４ 会場 

   長野県飯田合同庁舎 ５階 502・503 号会議室 

 

５ 参集範囲 

   管内の難病支援に関わる医療・介護・福祉・保健・防災関係職員 

（医療機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、相談支援事業所、市町村 等） 

 

６ 内容 

   13:45～ 受付開始 

   14:00～ 開会 

   14:05～ 医療的ケアのある難病児者の個別避難計画作成に係る取組発表 

14:10～発表① 飯田市の取組について 

14:40～発表② 阿南町の取組について 

15:10～発表③ 阿智村の取組について 

15:40～ 質疑応答 

15:50～ 情報交換・感想タイム 

16:00  閉会 

 

７ 申込方法 

別紙参加申込書により、メールまたは FAX にて令和８年１月 23 日(金)までに担当宛

にご報告ください。 

 

８ その他 

駐車場に限りがありますので、可能な限り乗り合わせてお越しください。 
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（別紙） 

 

送信票不要  

飯田保健福祉事務所 健康づくり支援課 髙橋 あて 

ＦＡＸ：０２６５－５３－０４６９ 

メール：iidaho-kenko@pref.nagano.lg.jp  

 

令和７年度 飯田下伊那地域難病対策連絡会 参加申込書 

 

所属名                   

連絡先（電話）               

メール                   

 

 

所  属 職  名 
ふりがな 

氏  名 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

〆切：令和８年１月 23 日(金)まで 
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７飯社協第563号 

令和７年 12月 18日 

居宅介護支援事業所 御中 

サービス事業所   御中 

社会福祉法人飯田市社会福祉協議会 

                                                  会長  原 重一 

松尾・下久堅・上久堅地区担当 

地域包括支援センターの名称変更に伴う対応について（お願い） 

 

日頃は地域包括支援センターの業務にご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、現在、松尾・下久堅・上久堅地区を担当する職員は、飯田市いいだ地域包括支援センターに所属し

ておりますが、令和８年１月１日付けで「飯田市まつお地域包括支援センター」として松尾地区に事務所を移

転します。 

つきましては、居宅介護支援事業所およびサービス事業所の皆様には、下記のようにご対応いただきま

すようお願い申し上げます。 

記 

 

１ 名  称   飯田市まつお地域包括支援センター 

 

２ 移転日   令和７年１２月２０日（土） （開所日 令和８年１月１日） 

 

３ 所在地   〒395-0812 飯田市松尾代田610番地  

学校法人高松学園飯田短期大学 旧学生寮内 

 

４ 連絡先   電話 ０２６５-４８-６６０１ FAX ４８－６６１２ ＊１２月２２日（月）から開通 

 

５ 給付管理  松尾・下久堅・上久堅地区の利用者様の12月分については、 

給付管理は  『いいだ地域包括支援センター』  

実績送付先は 『まつお地域包括支援センター』 になりますのでお願いします。 

 

６ その他   事業所が作成する個別サービス計画及び居宅介護支援事業所へ委託した介護予防サー

ビス・支援計画について、地域包括支援センターの名称変更による再作成の必要はあり

ません。次回の更新時に名称の変更をお願いします。 

   

   ７ お問合せ  飯田市いいだ地域包括支援センター 電話５６－１５９５ 担当 橋爪 

 対象地区 松尾・下久堅・上久堅 地区 橋北・橋南・羽場・丸山・東野 地区 

担当包括名 まつお地域包括支援センター いいだ地域包括支援センター 

事業所番号 ２０００５０００９６ ２０００５０００１３ 

12月分給付管理 いいだ地域包括支援センター いいだ地域包括支援センター 

12月実績送付先 まつお地域包括支援センター いいだ地域包括支援センター 

12月22日から

の連絡先 

電話 0265-４８-６６０１ 

FAX 0265-４８-６６１２ 

電話 ０２６５-５６-１５９５ 

FAX 0265-５６-５５０５ 
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